
小牧市移動支援事業実施要綱 

平成１８年１０月１日  

１８小福第 1507－ 4 号 

（目的） 

第１条 この要綱は、屋外での移動が困難な視覚障害者又は全身性障害者

（肢体不自由な程度が身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令

第１５号）別表第５号の１級に該当するものであって両上肢又は両下肢

の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者をいう。）又は知的障害者又

は精神障害者若しくは障害児（以下「障害者等」という。）に対し、社会

生活上必要不可欠な外出及び社会参加のための外出の移動を支援する移

動支援事業（以下「事業」という。）を実施することにより、地域におけ

る自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体は小牧市とする。 

（対象者） 

第３条 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等とする。ただし、

介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく介護保険サービスが利

用できる者については、当該介護保険サービスを優先するものとする。 

 （実施方法） 

第４条 小牧市福祉事務所長（以下「福祉事務所長」という。）は、障がい

者等に対し地域の特性及び当該障害者の利用の状況に応じ、次の各号に

掲げる支援を行うものとする。 

(１) 個別支援型 障がい者等に対する個別的な外出支援 

(２) 通所支援型 施設の車両を使い、原則自宅から施設までの移動を支 

援。但し、身体通所療護施設支給決定者に限り、自宅以外の集合場 

所等からの支援の場合は市が認めた場所のみとする。 

（申請） 

第５条 事業を利用とする障害者等は、移動支援事業利用申請書（様式第

１）を福祉事務所長に提出しなければならない。 

（支給要否の判定） 

第６条 福祉事務所長は、前条の申請について利用を決定したときは、当

該申請した者に移動支援事業利用決定通知書（様式第２）を送付しなけ

ればならない。 

２ 福祉事務所長は、前条の申請を却下したときは、当該申請をした者に



移動支援事業利用却下決定通知書（様式第３）を送付しなければならな

い。 

（指定業者への委託） 

第７条 福祉事務所長は、事業を行う場合は、小牧市指定業者（以下「業

者」という。）に委託して行うものとする。 

（事業費） 

第８条 福祉事務所長は、事業費として事業の決定を受けた障害者等（以

下「利用決定者」という。）に対し事業の利用に要する費用の１００分の

９０に相当する額を支給する。 

２ 福祉事務所長は、利用決定者が同一の月に受けた障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

に規定する障害福祉サービス等に要した費用（特定費用を除く。）の額の

合計額から、同法の規定により算定された当該同一の月における介護給

付費及び訓練等給付費の合計額を控除して得た額が、当該利用決定者の

家計に与える影響その他の事情をしん酌して障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号。

以下「政令」という。）で定める額を超えるときは、同法第２９条第４項

の規定による額を支給する。 

３ 福祉事務所長は、前項の規定による額の限度において、利用決定者に

代わり業者に支払うことができる。 

４ 前項の規定による支払いがあったときは、利用決定者に対し支給があ

ったものとみなす。 

（高額福祉サービス費） 

第９条 福祉事務所長は、利用決定者が受けた障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス及び地

域生活支援事業（地域活動支援センター事業、日中一時支援事業及び生

活サポート事業に係る部分に限る。）のうち政令で定めるものに要した費

用の合計額から当該費用につき支給された介護給付費等のうち政令で定

めるものの合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該

利用決定者に対し、高額福祉サービス費を支給する。 

２ 前項に定めるもののほか、高額福祉サービス費の支給要件、支給額そ

の他高額福祉サービス費の支給に関し必要な事項については、政令で定

めるとおりとする。 

（その他） 



第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年１２月１１日から施行し、改正後の小牧市移動

支援事業実施要綱の規定は、平成１８年１０月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

  附 則  

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附  則  

１ この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に改正前の小牧市移動支援事業実施要綱の規定

に基づいて作成されている用紙は、改正後の小牧市移動支援事業実施要

綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 

   附  則  

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１（第５条関係） 

移動支援事業利用申請書 

 

（宛先）小牧市福祉事務所長 

 

次のとおり申請します。 

 

申請年月日     年   月   日  

申

請

者

 

フ リ ガ ナ  

生 年 月 日  年  月  日  

氏 名 

 

個人番号： 

居 住 地 

 

 

電話番号 

フ リ ガ ナ  

生 年 月 日  年  月  日  

支給申請に係る 

児 童 氏 名 

 

個人番号： 続 柄  

身 体 障 害 者 

手 帳 番 号 

 

療育手帳

番 号 

 

精神障害者保健

福 祉 手 帳 番 号 

 

 

他

の

サ

ー

ビ

ス

利

用

状

況
 

障 害 福 祉 

サ ー ビ ス 

障 害 支 援 

区 分 

有・無  区 分 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

有 効 

期 間 

 

利用中のサービスの種類と内容等 

介護保険 

要介護認定 有・無  要介護度 要支援（ ）・要介護 １ ２ ３ ４ ５ 

利用中のサービスの種類と内容等 

申

請

す

る

サ

ー

ビ

ス

の

種

類

・

内

容

 

種  別 

□ 移動支援（身体介護あり） 

□ 移動支援（身体介護なし） 

 

 

 

 

 

内  容 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 



様式第２（第７条関係） 

第     号  

年  月   日  

 

         様  

小牧市福祉事務所長       □印  

 

移動支援事業利用決定通知書 

先に申請のありました移動支援事業の利用について、下記のとおり

決定しましたので通知します。 

記 

受 給 者 証 

番 号 

 支給決定障害者 

(保護者)氏 名 

 

支 給 決 定 日 

 支給決定に係る 

児 童 氏 名 

 

有 効 期 間 

 

障 害 支 援 区 分 

 

利 用 者 負 担 

上 限 月 額 

 

 

サービスの種類 支 援 の 内 容 

移動支援（身体介護あり）  

移動支援（身体介護なし）  

  

  

  

  

  

 

(注) この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、小牧市長に対して審査請求をすることができます。ただし、

この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決

定があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができな

くなります。 

また、処分の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に市を被告として（小牧市長が被告の代表者となります。）提起

することができます。ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過する

と処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、審査請求をし

た場合は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知

った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 



様式第３（第７条関係） 

第     号  

年  月   日  

         様  

小牧市福祉事務所長       □印  

移動支援事業利用却下決定通知書 

先に申請された移動支援事業利用申請については、下記の理由によ

り却下することに決定しましたので通知します。 

記 

１ 申請事項 

 

 

 

２  却下の理由 

 

 

 

(注 ) この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内に、小牧市長に対して審査請求をするこ

とができます。ただし、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して

１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。  

また、処分の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日  

の翌日から起算して６か月以内に市を被告として（小牧市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。ただし、この決

定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっ

ても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の

取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、審査請求

をした場合は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起す

ることができます。 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 


